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比企郡川島町大宇白井沼99番地 1

川島町土地改良区 ao49 297-6767

https://www.kawadokaiocom/

理 事 長 あ い さ つ      ヶII島町土地改良区理事長 飯 島 和 夫

残暑の候、皆様方におかれま しては、ご健勝にてご活躍のこととお喜び申し上げます。また、

日頃より、土地改良区事業の運営につきまして、ご理解とご協力を賜り、こころより感謝申し上

げます。

昨年の合風 19号では、梅ノ木・ 古凍揚水機場が水没するなど当改良区も大きな被害を受け

ました。激甚災害の指定を受け、国や東松山市、川島町の補助により、組合員の集担なく約 5億

円の受害復旧事業を実施 し、コロすウイルス感染症により工事の遅れも心配されましたが、ラ定

通り5月から送水を行うことができました j

未収金につきま しても、弁護士への債権回収委託を実施 し、一定の成果を上げており、引き

続き徹底 した回井又に努めてまいります。

また、白井沼・ 浅間貯水池のソーラー発電事業者への貸付も開始 しま した。毎年約 200万
円の地代が20年間支払われますので、少 しでもレ

白
し
様の負担軽減につなズ〕ヾればと者えております。

新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中で、不安も多いこととは思いますが、明るい

未来に向かい、皆様とともに一歩一歩着実に前進 してまいる所存ですので、よリー層のご理解と

ご協力をお願い申し上げます。

O経常賦課金 (10a当 たり)

(1)組合費

納期限 (全 4回 )

3,700円
令和2年 8月 31日
令和2年 11月 2日

令和2年 12月 25日

(4)かん排施設運営費賦課金          ※ 2,300円      令和 3年 2月 1日

※揚水機場施設運営にかかる費用が確定後に算定するため、1月 に納入通矢日書を送付します。

★  (1)～ (3)の合計賦課金額が1,OOO円以下の組合員は減免となります。

◆年度は、4月 から7月 にかけ定期的に降雨があり、給水開始から中干しまでの揚水機の稼働

台数も財要最小限で済みました。梅雨明け後は各揚水機場の送水量が徐′マに増え、また異常気象

・ 猛暑による河川の水不足も懸念されますので、引き続き節水にご協力いただき、無駄のない水

利用を心がけていただきますようお願いします。

年度 5月分電気代 6月 分電気代 合計

令和元年度 5,363,066FB 7,693,773円 13,056,339円

令和2年度 3,983,105円 7,437,487円 11,420,592円

6月 までの電気代は、令和元年度に比べ       となつています。

5月～9月 までの電気代は、かん排施設運営費賦課金 (10a当 たり2,300円 )に含まれますので、

※

※

川島町土地改良区では、賦課金の滞納問題解消のため、役職員一丸となつて滞納整理を行つて

おります。その取り組みのひとつに、法律事務所による未収金回収業務があります。

昨年8月から業務開始を開始 したところ、◆日までに回収委託をした組合員の約半数ズ〕ヾ完納 し、

定期的にお割納付を行い、完納に向かっている組合員もいます。また、滞納金の回収額につきま

しても、平成30年度は約400万円で したが、令不□元年度は約900万円と、一定の成果を上げて

おりますので、よリー層努力してまいります。

◆年度も法律事務所への委託を実施いた しますので、過去に未納がある方は法律事務所からの

回収対象になる場合がございます。引き続き、賦課金の納付にご協力をお願いいたします。

★賦課金は、土地改良法第36条及び39条の規定に則り、土地改良区の運営に必要な経費として、組合

員の皆様から徴収しております。これらは税金に準ずるものであり、茂趣自撤表崩働翻理駿幾働鑢鍛鐵碗

【委託先】 弁護士法人 舘野法律事務所  弁護土 舘野 完

〒150-OO02 東京都渋谷区渋谷2丁目16番8号 南雲ビル2階

O特別賦課金 (10a当 たり)

(2)かんがい排水事業施設維持管理費賦課金     800円
(3)北部及び南音8かんがい排水事業工事費賦課金   6,550円

※ (3)に限り、令和4年度 (令不□5年2月 )終了ラ定

○希望者賦課 (10a当たり)

(5)かんがい排水事業工事費前納賦課金      8,OOO円
※希望者は令和2年      に申請手続を行つてください。

川島町土地改良区では、下記の日程で事務局職員採用試験を実施いたします。

令不□2年 11月 2日 ○受付期間

O第 1次面接

O採用ラ定日

O採用人数

令和2年8月 3日 (月 )

令不□2年8月 30日 (日 )

令和2年 10月 1日 (木 )

若干侶

8月 20日 (木) まで

O地区除外義務決済金 (1浦当たり)          44円 l白地は十円、工事費前納賦課金支払t晴の土地は35円 )

※農業委員会で農地転用の許可になつた時点で賦課されますが、一時転屁は除外の対象となりません。

☆ □座振替納付をされている,jは、振替日前に預金□座の残高をご確認ください。

納期日に残高不足等で□座振替出来なかつた場合は、後日郵送する納付書 (督促状)にて、金

融機関窓□で直接納付 してください。

※受験案内は、土地改良区ホームページまたは事務所で配布 していますと

詳細やご不明な点は、川島町土地改良区事務局 (049-297-6767)ま でお間い合わせください。

尋水機運転状況
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URL httpsi//www.kawadokaiocom/ (『 川島町土地改良区』で検索 )



土 区への ついて ～これむこと勝争土地歌良区へおザE出をし多しかう r～

① 農地を                 するとき

② 相続等の理由により、艇陵帳蓑鍍歎敏鍍蔑するとき        |

③ 組合員の住所、納付書の送付先が変更になつたとき

④ 所有している農地の面積に増減があつたとき

※振替□座を登録・変更の際は、金融機関にてお手続きをお願いします。

□座振替で利用できる金融機関は、鹿五虫鶏鼠叢捜同鯉at箆五駈鳳殿盆蔦Q蚤哀庖のみで

す。手続きに財要な書類は土地改良区事務所で配布しております。

一 一 一 一 一 一 一 ― ―
以 下 の こ と に 気 を つ け ま し ょ う

① 農地を売買・譲渡する場合、その土地に滞納した賦課金があると、新しくその土地を取得し

た方に支払い義務が生じることになります。(土地改良法第42条第 1項『権利義務の承継』

より)農地の売買契約をされる場合は、当事者間で滞納賦課金を清算してください。

② 公共事業の用地として転用される農地についても、転用決済金がかかります。用地買収説明

会、契約調印の際など、事業主体 (買眸又者)と十分話し合い、疑義が生じないようお願いし

ます。

◎ ゴミの不法投棄について

水路にゴミを不法投棄する人が後を絶たず、土地改良区はゴミの処理に大変苦慮 していま

す。このゴミによって下流に迷惑がかかるとともに、水路があ「も
~ヽ

れ災害の融れもあります

ので、絶対にゴミを捨てない・ 捨てさせないようにご協力をお願いします。

◎ 水路の転落事故について

近年、水路に転落 し死亡する事故ズ〕ヾ全国で多発 しています。「小さな水路だ し・・・」「い

つもの水路だから・・・ 」と思っていても、転落すると大変危険です。普段から、水路に

近づく際は十分な安全確認を行いましょう。なお、大雨等で増水した水路を見に行くこと

は、絶対にやめま しょう。

◎ 大雨時の堰板 (せきいた)の取扱いについて

昨年10月 の合風19号の際は、事前に堰板の取り外しにご協力いただいたこともあり、被

害を最小限に防ぐことができました。引き続き、地元の用排水路の保全にご協力をお願い

します。
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